
７：００　 　起床・洗面・清掃・役割活動

７：３０　 　朝食・余暇時間・自己計画学習

８：５０　 　朝礼

　午前の日課（職業指導・特定生活指導など）

１２：００　 　昼食・余暇時間・自己計画学習・役割活動

１３：００　 　昼礼

　午後の日課（生活指導、体育指導など）

１５：００　 　運動・役割活動

１６：３０　 　夕食・余暇時間・自己計画学習

１７：００ 　入浴・余暇時間・補習学習

１８：００　 　日記記入・職業生活設計指導など

１９：００　 　ニュース視聴

２０：００　 　余暇時間（テレビ視聴等）

２１：００　 　就寝

※平日の標準的な日課です。

４月 職員との食事会
６月 剣道大会
８月 盆法要
９月 水泳記録会
１０月 運動会
１２月 クリスマス集会
１月 球技大会

成人式
３月 卒業証書授与式

持久走記録会

毎月 誕生会、保護者会

昭和２１年 ６月 矯正院として設置
旧陸軍工兵隊作業場（現在地）に
て開設

昭和２２年 ３月 旧工兵隊建物の一部を改修して
寮舎とし、収容を開始

昭和２４年 １月 初等・中等少年院となる
昭和２７年 ３月 寮舎建築

以後、昭和３８年までに各建物が
建築される

平成２２年 ９月 庁舎等新営工事着工
平成２４年 ３月 庁舎等新営工事完成
平成２７年 ６月 新少年院法施行

第１種少年院に指定
令和４年 ４月 少年法改正

第５種少年院に指定

四 国 少 年 院

〒７６５－０００４
香川県善通寺市善通寺町２０２０番地

ＴＥＬ ０８７７－６２－１２５１
ＦＡＸ ０８７７－５６－５０１６

交通アクセス

施設の沿革

成人式

１日の生活

年間行事
高松自動車道

至

高

善通寺駅

四国
少年院

尽誠

総本山
善通寺

陸上自衛隊

国道３１９号線ＪＲ土讃線

至 観音寺

至 大野原

四国管区
警察学校

西原北

与北橋

生野北

至 多度津
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至

松

原田西中村町

金蔵寺駅
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の医療センター

善通寺ＩＣ



※矯正教育課程A1・E2・N3の在院者の場合
～少年院とは～

少年院は、家庭裁判所の審判により、保護処分として
少年院送致の決定を受けたおおむね１２歳以上２０歳
未満の少年を収容し、在院者の人権を尊重しつつ、そ
の特性に応じた適切な矯正教育その他の健全な育成
に資する処遇を行うことで在院者の改善更生及び円滑
な社会復帰を図らせることを目的とした法務省所管の
施設です。
少年院には、少年の年齢や心身の状況により、第一
種から第五種までの種類があり，さらには，各少年の
持つ問題性等から、履修すべき矯正教育課程（内容）
及び期間が指定されています。

教育内容（入院から出院まで）

３ 級
（おおむね２か月）

２ 級
（おおむね６か月）

出院

≪生活指導≫
善良な社会の一員として自立した生活を営むための基礎と
なる知識及び生活態度を習得させるための指導を行っていま
す。
・基本的生活訓練
・問題行動指導
・治療的指導
・被害者心情理解指導
・保護関係調整指導
・進路指導
・特定生活指導
（被害者の視点を取り入れた教育・薬物非行防止
指導・性非行防止指導・暴力防止指導・家族関
係指導・交友関係指導・成年社会参画指導）

≪職業指導≫
有益な職業人としての一般的な知識、態度、職業選択能力、
職場適応能力の習得を目的に、職業生活設計指導・職業能
力開発指導等の指導を行っています。

・職業指導実習（建物設備コース、土木･建築コース、

ＩＣＴ技術科、介護福祉科、アグリコース、サービスコース）

・職業講話

・資格取得（アーク溶接、
フォークリフト、小型建

設機械、ＰＣ検定、
危険物取扱者 等）

≪教科指導≫

義務教育未終了者に対する中学校の学習要領に準拠し

た教科に関する指導及び義務教育終了者に対する社会生

活に必要な基礎学力を身に付けさせる指導を行っていま

す。

・義務教育指導 ・補習学習指導 ・民間学力テスト

・院外受験 ・通信教育 ・高等学校卒業程度認定試験

・高等学校教育機会の提供

≪体育指導≫

自立した生活を営むための基礎となる健全な心身を培わ

せるため、在院期間を通じて、各種スポーツを実施し、体

力の向上等を図る指導を行っています。
・サーキットトレーニング

・剣道
・水泳（夏季）

・サッカー
・持久走

≪特別活動指導≫

情操を豊かにし、自主、自律及び協同の精神を養わせる

ため、自主的活動・情操的活動・行事・社会貢献活動等を

実施しています。
・春の親睦交流会
・成人式 ・卒業式
・誕生会 ・意見発表会等

１ 級
（おおむね３か月）

個別面接

水泳指導

溶接科

主に四国４県の家庭裁判所の審判により送致された男子
少年を収容する少年院です。

◎種別 第１種及び第５種

◎標準的な収容期間 ２年以内の期間

◎矯正教育課程 社会適応課程Ⅰ（Ａ１）

義務教育課程Ⅱ（Ｅ２）
支援教育課程Ⅲ（Ｎ３）
保護観察復帰指導課程Ⅰ・Ⅱ（Ｐ１・Ｐ２）

◎教育方針（例：社会適応課程Ⅰ）

・ 社会規範を遵守する構えを培うとともに、非行に
かかわる問題性の改善を図り、堅実な社会生活を
送る習慣を身に付ける。

・ 健全なものの見方や捉え方を培うとともに、集団
生活を通して、対人関係の在り方を実践的に学び、
円滑に社会適応できる力を身に付ける。

・ 修学・就業上、必要な知識や技術、態度を身に付
ける中で、堅実な生活設計・将来設計を立てる。

四国少年院の紹介

入院

意見発表会

※上記教育内容とともに、少年院法第４４条に基づく社会復帰支援として、在院者の円滑な社会復帰
に向けた就労支援、修学支援、福祉的支援を個々のニーズに応じて行っています。


